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近畿ﾌﾞﾛｯｸ発注者協議会（第１８回）                            資料－２ 
   令和 ７年 ９月２４日 

 
 

「近畿ブロック発注者協議会」設置要領 

 

（名称） 

第１条 本会は、近畿ブロック発注者協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、近畿地方における国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者が、 

 発注者の責務を果たすため、公共工事の品質確保の促進に向けた取組み等について情報交換

や情報共有などを行い、連携強化や支援及び発注者間相互の連絡調整を図り、もって近畿ブロック

における公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。 

 

（事務） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する連絡調整等を行う。 

 一 公共工事の品質確保の促進に関する施策に対する目標設定や実施状況 

 二 発注者間相互の連携及び協力 

 三 発注者への支援 

 四 その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別紙１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 会長は、国土交通省近畿地方整備局長をもってあてる。 

３ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、農林水産省近畿農政局農村振興部長及び代表府県部長をもってあてる。 

５ 副会長は、会長に事故がある時は、その職務を代理する。 

６ 市町村委員は各府県市長会会長、町村会会長をもってあてる。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、会長または会長が指名する者が議長を務める。 

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができる。 
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（幹事会の構成） 

第６条 協議会の円滑な運営を補助するため、協議会に幹事会を置くものとし、幹事会の会議は、

幹事長が招集する。 

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３ 幹事長は、国土交通省近畿地方整備局企画部長をもってあてる。 

４ 幹事会に、副幹事長を置き、幹事長が指名する。 

５ 副幹事長は、幹事長に事故がある時は、その職務を代理する。 

６ 市町村幹事は各府県市長会会長、町村会会長を担当する市町村技術管理主管部長 

  （課長）等をもってあてる。 

 

（分科会） 

第７条 幹事会の効率的な運営を図るため、必要に応じて分科会を設置することができる。 

 

（地域発注者協議会） 

第８条 近畿ブロックの全ての市町村における公共工事の品質確保を促進するため、福井 

 県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県に地域発注者協議会を 

 設置する。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、近畿地方整備局（企画部技術管理課）が関係機関の協力を得て 

 処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 この要領は、平成 20 年 11 月 13 日から施行する。 

        この要領は、平成 27 年 3 月 24 日から施行する。 

        この要領は、平成 27 年 8 月 24 日から施行する。 

        この要領は、平成 28 年 8 月 22 日から施行する。 

        この要領は、平成 29 年 8 月 9 日から施行する。 

        この要領は、平成 30 年 8 月 6 日から施行する。 

      この要領は、令和元年 8 月 7 日から施行する。 

      この要領は、令和２年 ７月から施行する。 

      この要領は、令和３年 8 月 5 日から施行する。 

      この要領は、令和４年 ５月 ９日から施行する。 
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      この要領は、令和５年 ５月 17 日から施行する。 

      この要領は、令和６年 ２月 26 日から施行する。 

      この要領は、令和６年 ４月 2４日から施行する。 

この要領は、令和８年 ８月 ６日から施行する。 

この要領は、令和８年 ９月 24 日から施行する。 
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別紙１ 

 

第４条関係（委員） 

 

 会   長  国土交通省 近畿地方整備局長 

 副 会 長  農林水産省 近畿農政局 農村振興部長 

 副 会 長  代表府県部長 

 

 委    員  警察庁 近畿管区警察局 総務監察部長 

       財務省 近畿財務局 管財部長 

       財務省 大阪国税局 総務部次長 

       農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 総務企画部長 

              経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部長 

              国土交通省 近畿地方整備局  港湾空港部長 

              国土交通省 近畿運輸局 総務部長 

       国土交通省 大阪航空局 空港部長 

              国土交通省 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部長 

       国土交通省 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部長 

              環境省 近畿地方環境事務所 次長 

              防衛省 近畿中部防衛局 調達部長 

        

 

       福井県 土木部長 

       滋賀県 土木交通部長 

              滋賀県 農政水産部長 

       京都府 建設交通部長 

       京都府 農林水産部技監 

       大阪府 都市整備部長 

       大阪府 環境農林水産部長 

       兵庫県 土木部長 
 兵庫県 まちづくり部長  

       兵庫県 農林水産部長 

       奈良県 県土マネジメント部長 

       奈良県 食農部長 

       和歌山県 県土整備部長 
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       和歌山県 農林水産部長 

       京都市 建設局長 土木技術・防災減災・公園利活用担当局長 

       大阪市 建設局長 

       堺市 建設局長 

       神戸市 建設局長 

       福井市長  

       池田町長   

       東近江市長                       

       豊郷町長 

       長岡京市長 

       伊根町長  

              高槻市長 

       熊取町長 
       丹波篠山市長 

佐用町長 
葛城市 

       明日香村長 天川村長 

       御坊市長  

       九度山町長 

       (独)水資源機構 関西・吉野川支社 支社長 

       西日本高速道路(株)関西支社 建設事業部長 

       本州四国連絡高速道路(株) 長大橋・技術部長 

       阪神高速道路(株) 技術部長 

       新関西国際空港(株) 技術・安全部長 

       (独)国立文化財機構 京都国立博物館 副館長 

       (独)国立文化財機構 奈良国立博物館 副館長 

       (独)国立美術館 京都国立近代美術館 館長 

       (独)国立美術館 国立国際美術館  館長 

       (独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 研究支援推進部長 

       (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局 計画部長 

       (独)都市再生機構 西日本支社 副支社長 

       (国研)日本原子力研究開発機構 事業管理部長 

       日本下水道事業団 近畿総合事務所 事務所長 
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別紙２ 

第６条関係（幹事） 

 

 幹 事 長  国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 

 副幹事長  農林水産省 近畿農政局 農村振興部 設計課長 

 副幹事長  代表府県課（室）長 

 

 幹  事  警察庁 近畿管区警察局 総務監察部 会計課長 

       財務省 近畿財務局 管財総括第三課長 

       財務省 大阪国税局 営繕監理官 

       農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課長 

              経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部 会計課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約管理官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術調整管理官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術開発調整官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 総括技術検査官 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 営繕品質管理官 

              国土交通省 近畿地方整備局  港湾空港部 事業計画官 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術管理課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 技術・評価課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 品質確保室長 

              国土交通省 近畿運輸局 総務部 会計課長 

       国土交通省 大阪航空局 技術管理官 

              国土交通省 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部 経理課長 

       国土交通省 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部 経理課長 

              環境省 近畿地方環境事務所 自然環境整備課長         

              防衛省 近畿中部防衛局 調達部 調達計画課長 

        

 

       福井県 土木部 土木管理課長 

       滋賀県 土木交通部 技術管理課長 

              滋賀県 農政水産部 農政課長 

       京都府 建設交通部 指導検査課長 

       京都府 農林水産部 農村振興課長 

       大阪府 都市整備部 事業調整室 技術管理課長 

       大阪府 環境農林水産部 環境農林水産総務課長 

       大阪府 総務部契約局 建設工事課長 
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       兵庫県 土木部 技術企画課長 

       兵庫県 まちづくり部 営繕課長 
兵庫県 農林水産部 総務課長 

       奈良県 県土マネジメント部 技術管理課長 

       奈良県 食農部 農林振興課長 

       和歌山県 県土整備部 技術調査課長 

       和歌山県 県土整備部 公共建築課長 

       和歌山県 農林水産部 農業農村整備課長 

       京都市 建設局 監理検査課長 

       大阪市 建設局 工事監理担当課長 

       堺市 建設局 土木部 土木監理課参事（技術管理担当） 

       神戸市 建設局 担当部長（技術管理担当） 

       福井市 財政部長 

       池田町 町土整備課長 

       東近江市 契約検査課長 

       豊郷町 企画振興課長 

       長岡京市 総合政策部 検査指導課長 

       伊根町 地域整備課長  

              高槻市 総務部 部長代理 兼 契約検査課長 

熊取町 総務部 総務部長 

       丹波篠山市 行政経営部 管財契約課長  

       佐用町 総務課長 

葛城市 総務部 管財課長 

       明日香村 総務財政課長 天川村 企画観光課長 

       御坊市 財政課長  

       九度山町 総務課長 

       (独)水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部施設管理課長   

       西日本高速道路(株)関西支社 建設事業部 技術課長 

       本州四国連絡高速道路(株) 安全防災・技術部 技術管理課長 

       阪神高速道路(株) 技術部 技術管理課長 

       新関西国際空港(株) 技術・安全部長 

       (独)国立文化財機構 京都国立博物館 総務課長 

       (独)国立文化財機構 奈良国立博物館 総務課長 

       (独)国立美術館 京都国立近代美術館 総務課長 

       (独)国立美術館 国立国際美術館  総務課長 

       (独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 環境整備課長 

       (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局  
 計画部 技術管理課長 
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       (独)都市再生機構 西日本支社 技術監理部 工務・品質管理課長 

       (国研)日本原子力研究開発機構 事業管理部 調達課長 

       日本下水道事業団 近畿総合事務所 施工管理課長 
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「近畿ブロック発注者協議会」運営規則 

 

  「近畿ブロック発注者協議会」設置要領について、下記のとおり運営規則を定める。 

 

記 

 

第３条関係 

 【活動内容】 

  協議会は公共工事の品質確保に向けた次の各号にあげる事項について討議を行う。 

  ①総合評価の導入・拡大 

  ②品質確保に関する取組みの情報共有・促進等 

  ③地域貢献に関する評価の普及促進 

  ④受注者間における適正な関係の構築 

 

第４条、第７条関係 

 【副会長、副幹事長】 

   地方公共団体の代表で就任していただく協議会副会長及び副幹事長については、 

  以下の順番制とする。 

 

   平成２５年度   和歌山県 

   平成２６年度   兵庫県 

   平成２７年度  大阪府 

   平成２８年度  京都府 

   平成２９年度   滋賀県 

   平成３０年度   福井県 

   令和元年度   奈良県 

   令和 ２年度   和歌山県 

   令和 ３年度   兵庫県 
   令和 ４年度   大阪府 

   令和 ５年度   京都府 

   令和 ６年度   滋賀県 
   令和 ７年度   福井県 

   令和 ８年度   奈良県 

   令和 ９年度   和歌山県 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【審議】 第三次・全国統一指標：基準値、目標値等

資料－４
令和７年９月24日
近畿ブロック発注者協議会 資料

近畿地方整備局



新しい全国統一指標の設定

①地域平準化率（施工時期の平準化） ※地域ブロック単位・県域単位で公表
国等・都道府県・政令市・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率（4月～6月期の平準化が対象）

②週休２日対象工事の実施状況（適正な工期設定） ※地域ブロック単位・県域単位で公表
国等・都道府県・政令市の発注工事に対する週休２日対象工事の設定割合
※週休２日対象工事：週休２日が確保できる工期設定や積算における補正係数の設定等により、
現場閉所・交代制を問わずに４週８休以上の確保を促進するための工事。

③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） ※県域単位で公表

都道府県・政令市・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
※調査対象は、都道府県・政令市は２５０万円を超える工事（随契除く）、市町村は１３０万円を超える工事（随契除く）である。

（現行）新・全国統一指標（工事）

（現行）新・全国統一指標（測量、調査及び設計（業務））

①地域平準化率（履行期限の分散） ※地域ブロック単位・県域単位で公表

国等・都道府県・政令市の発注業務の第４四半期履行期限設定割合

②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） ※県域単位で公表

都道府県・政令市の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合

地域独自指標 ・・・これまでの取組状況を踏まえた指標を地域ごとに設定

見直しを検討する指標

R7.2発注関係事務の運用に関する指針

国は、施工時期の平準化やダンピング対策等の取組状況について、他の発注者の状況を把握できるよ
う「見える化」等を実施

品確法等の改正内容や現行指標の進捗状況を踏まえて、新たな指標「第三次・全国統一指標」を検討

1

（取組年次：R2～R6）



近畿地方整備局

新・全国統一指標
地域平準化率

（工事）
週休２日対象工事の実施状況

（工事）
低入札価格調査基準又は最低制限

価格の設定状況（工事）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R6）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R6）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R6）

近畿ブロック 0.71（91%） 0.75（96%） 0.78 0.98 0.98（98%） 1.00 － － －

福井県域 0.74（97%） 0.76（100%） 0.76 1.00 0.98（98%） 1.00 0.96 0.95（95%） 1.00

滋賀県域 0.66（89%） 0.67（91%） 0.74 1.00 1.00（100%） 1.00 1.00 1.00（100%） 1.00

京都府域 0.68（88%） 0.71（92%） 0.77 0.98 0.94（94%） 1.00 0.98 0.98（98%） 1.00

大阪府域 0.67（92%） 0.69（95%） 0.73 0.96 1.00（100%） 1.00 0.98 0.98（98%） 1.00

兵庫県域 0.72（88%） 0.75（91%） 0.82 1.00 0.98（98%） 1.00 0.96 0.95（95%） 1.00

奈良県域 0.62（77%） 0.66（81%） 0.81 1.00 0.99（99%） 1.00 0.92 0.95（93%） 1.00

和歌山県域 0.69（88%） 0.84（108%） 0.78 1.00 1.00（100%） 1.00 0.97 0.93（93%） 1.00

新・全国統一指標 令和６年度調査結果（実績値）

○ 地域平準化（工事）のR6実績値は、全府県域で向上しており、2県域で目標値を達成している。
〇 週休２日対象工事の実施状況のR6実績値は、ほぼ目標値を達成しているが、わずかに悪化して

いる府県もある。
〇 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（工事）のＲ6実績値は、ほぼ目標値を達成

しているが、わずかに悪化している府県もある。

2

青字は前年度より改善した値、
赤字は前年度より後退した値
（ ）書きは目標値に対する達成率
※は幹事会資料より修正した値

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

調査対象機関
－ ：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

※

※



近畿地方整備局

新・全国統一指標 近畿ブロック独自指標

第4四半期納期率の状況
（業務）

低入札価格調査基準又は最低
制限価格の設定状況（業務）

工事の適切な設計変更

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R6）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R6）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R6）

近畿ブロック 0.50（92%) 0.49（94%） 0.46 － － － － － －

福井県域 0.41（112%) 0.45（102%） 0.46 1.00 1.00(100%） 1.00 0.76（84%) 0.76(84%） 0.90

滋賀県域 0.46（100%) 0.44（105%） 0.46 1.00 1.00(100%） 1.00 0.84（93%) 0.89(99%） 0.90

京都府域 0.47（91%) 0.50（86%） 0.43 1.00 1.00(100%） 1.00 1.00（109%) 1.00(109%） 0.92

大阪府域 0.56（84%) 0.58（81%） 0.47 1.00 1.00(100%） 1.00 0.63（70%) 0.63(70%） 0.90

兵庫県域 0.49（94%) 0.50（92%） 0.46 1.00 1.00(100%） 1.00 1.00（111%) 1.00(111%） 0.90

奈良県域 0.60（77%) 0.53（87%） 0.46 1.00 1.00(100%） 1.00 0.90（100%) 0.90(100%） 0.90

和歌山県域 0.46（93%) 0.45（96%） 0.43 1.00 1.00(100%） 1.00 0.87（97%) 0.90(100%） 0.90

新・全国統一指標及び近畿ブロック独自指標 令和６年度調査結果（実績値）

○ 第4四半期納期率の状況（業務）のR6実績値は、3県域が向上し、4府県域が悪化している。
〇 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（業務）のR6実績値は、すべての府県で目標

値を達成している。
〇 工事の適切な設計変更のR6実績値は、各市町村においてガイドラインの策定等が、横ばいもしくは

向上している。

3

青字は前年度より改善した値、赤字は
前年度より後退した値
（ ）書きは目標値に対する達成率
※は幹事会資料より修正した値

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

調査対象機関
－ ：国等
○：都道府県
○：政令市
－ ：市町村

調査対象機関
－ ：国等
－ ：都道府県
－ ：政令市
○ ：市町村

※

※ ※

※



①地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
（地域ブロック単位・県域単位で公表）

②週休２日の達成状況（休日の確保）
国等・都道府県・政令市の発注工事の実際の週休２日の達成状況（４週８休以上達成状況）
（地域ブロック単位・県域単位で公表）

③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）   
都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
（県域単位で公表）

第三次・全国統一指標

工事

測量、調査及び設計（業務）

①地域平準化率（履行期限の分散）
国等・都道府県・政令市の発注業務の第４四半期履行期限設定割合（地域ブロック単位・県域単位で公表）

②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） 
都道府県・市区町村の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
（県域単位で公表）

4

（取組年次：R7～R11）



①地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
地域ブロック単位・県域単位で、国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数
から算出した平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）

※地域平準化率の内訳となる各団体別の平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
※コリンズデータを用いて前年度実績により算出
※計算方法は別紙参照。当該月に工期が含まれるものを稼働件数に含める。

→品確法等の改正や現行指標の課題を踏まえ変更

②週休２日の達成状況（休日の確保）
地域ブロック単位・県域単位で、国等・都道府県・政令市の発注工事の実際の
週休２日の達成状況（４週８休以上達成状況）
※工事対象期間（着手日から完成日の間）において、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）を行ったと

 認められる工事の割合

※計算方法：
該当年度に完了した工事（災害緊急復旧工事等を除く）のうち、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）行ったと認められる工事件数

該当年度の工事完了件数（災害緊急復旧工事等を除く）
（注1.該当年度は実績値を算出する年度のこと）
（注2.これまでと同様に災害緊急復旧工事以外で週休2日達成の集計対象から除く工事は各地域ブロックで判断。対象にならないとの説明がつくものとすること。）

→品確法等の改正や現行指標の達成状況を踏まえ変更

第三次・全国統一指標 工事

※新・全国統一指標からの変更箇所は赤字で示す。

5



③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）
県域単位で、都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低
制限価格の設定割合
※調査対象は、都道府県・政令市は４００万円を超える工事（随契除く）、市町村は２００万円を超える工事（随契除く）。

第三次・全国統一指標 工事

※新・全国統一指標からの変更箇所は赤字で示す。

→改正地方自治法施行令の施行※（R7.4.1～）を踏まえ、調査対象を変更
※少額随意契約の基準額が改正された

6



近畿地方整備局
平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット） （地域ブロック単位※）

地域
ブロック

平準化率

（閑散期）4～6月
平準化率

（繁忙期）1～3月

対象範囲

実績値
（R5）

実績値
（R6）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

近畿 0.71 0.75 1.14 1.08
福井県、滋賀県、京都府
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

全国 0.72 集計中 1.09 集計中 －

１．目標値設定基本方針

以下の基本方針に従って、各指標の目標値を設定する。また、各目標値に対する実績値

を毎年の発注者協議会等で公表する。

（地域ブロック）：全国平均と基準値（R６実績値）を比較し、基準値が全国平均未満であれば、
全国平均を目標値とし、基準値が全国平均以上であれば、基準値以上を目標値
とする。

（府県域）  ：府県域内の国等、都道府県、政令市及び市区町村の各全国平均未満の機関は
各全国平均以上を目標値とし、各全国平均以上の機関は基準値以上を目標値とする。

7

※

※は幹事会資料より修正した値



近畿地方整備局平準化率（繁忙期のピークカット）の定義と留意事項 （抜粋）

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工
事稼働件数をカウント
② １～３月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記赤枠内の「１ー３月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働
したか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「１ー３月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

（1～3月期の月平均工事稼働数） 
（年度全体の月平均工事稼働数） ＝

8÷3 
24÷12

＝1.33

通常繁忙期である１～３月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標

都道府県 Ｒ５平準化率(繁忙期)
指標

改善度
（▲は悪化）

Ｒ６平準化率(繁忙期)
指標

福井県 0.98 ▲0.02 0.96

滋賀県 1.18 0.02 1.16

京都府 1.18 0.07 1.11

大阪府 1.13 0.04 1.09

兵庫県 1.17 0.03 1.14

奈良県 1.29 0.11 1.18

和歌山県 1.18 0.17 0.99

• 全市町村・都道府県における平準化率(繁忙期)
の実績（R５年度）を分析した結果、【①平準
化率が１以下かつピークカット指標が１以
上】、【②平準化率及びピークカット指標が
１以下】のいずれかに概ね分類可能であった。

• なお、類型論を所与の前提とするのではなく、
個々の工事を分析の上、どの程度平準化の余
地があるか、十分に議論する必要があること
に留意。

平準化率(繁忙期)実績値の分析
参考：都道府県におけるR5とＲ6工事実績に

基づいた平準化率(繁忙期)指標の比較

8

※

※

※

※は幹事会資料より修正した値



近畿地方整備局週休２日達成率の定義 （抜粋）

・４週８休達成件数 ：対象期間内に完了した工事のうち、４週８休以上を達成した工事件数
・工事完了件数 ：対象期間内に完了した工事件数（災害緊急復旧工事除く）
・対象期間 ：当該年度（4月1日～3月31日）とする

週休２日達成率 =
４週８休以上達成件数

工事完了件数

見直しの方向性
・実際の週休２日の達成状況
（４週８休以上達成状況）へ

週休２日対象工事率(旧指標) 現行指標の取組状況・課題
・取組目標が公告件数であり、
実際の週休２日の達成状況で
はない。
・R6年度で目標達成を予定

※府県対象調査（令和5年度実績）

■ ７５％以上 ：１３団体

■ ３０％以上７５％未満  ：３３団体

■ ３０％未満 ： １団体

令和５年度週休２日達成率（都道府県）

9



近畿地方整備局

第三次・全国統一指標

平準化率（閑散期）
（工事）

平準化率（繁忙期）
（工事）

週休２日達成率
（４週８休以上達成状況）

（工事）

低入札価格調査基準又は最低
制限価格の設定状況（工事）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R11）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R11）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R11）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R11）

近畿ブロック 0.71 0.75 0.81 1.14 1.08 1.10 － 0.97 1.00 － － －

福井県域 0.74 0.76 0.79 0.98 0.96 1.00 0.67 0.99 1.00 0.96 0.95 1.00

滋賀県域 0.66 0.67 0.77 1.18 1.16 1.10 0.89 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

京都府域 0.68 0.71 0.77 1.18 1.11 1.10 0.58 0.98 1.00 0.98 0.98 1.00

大阪府域 0.67 0.69 0.77 1.13 1.09 1.10 0.66 0.99 1.00 0.98 0.98 1.00

兵庫県域 0.72 0.75 0.78 1.17 1.14 1.10 0.46 0.91 1.00 0.96 0.95 1.00

奈良県域 0.62 0.66 0.77 1.29 1.18 1.10 0.68 0.99 1.00 0.92 0.95 1.00

和歌山県域 0.69 0.84 0.81 1.18 0.99 1.10 0.30 0.99 1.00 0.97 0.93 1.00

第三次・全国統一指標（基準値・目標値等） （工事）

〇 平準化率（閑散期）のR11目標値は近畿ブロック全体で0.81を提案する。（P11）
〇 平準化率（繁忙期）のR11目標値は近畿ブロック全体で 1.10を提案する。(P12）
〇 週休２日達成率（４週８休以上達成状況）R11目標値は近畿ブロック全体で1.00を提案する
〇 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（工事）R11目標値は引き続き

 R6目標値と同じ1.00で設定【案】を提案する
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調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

調査対象機関
－ ：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村



近畿地方整備局
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0.95

1.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
年度

近畿ブロック

福井県域

滋賀県域

京都府域

大阪府域

兵庫県域

奈良県域

和歌山県域

国

第２次目標値

第３次目標値（案）

【参考】平準化率(閑散期)目標値(案)の考え方

0.74
全国平均

0.03

0.03

実績値
（新・全国統一指標）

目標値
（第三次全国統一指標）
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0.06

【考え方】

・近畿ブロック全体で0.03改善(第２次目標における改善目標値の50%)
・R７基準値はR6実績値から設定(第３次目標の0.006/年より設定)
・基準値が全国平均値未満であれば、R6全国平均実績値(0.74)から0.03改善した

0.77を目標値とする
・和歌山県域について、R6実績値が災害対応工事による異常値であるため、0.81を設定



近畿地方整備局

0.68 

0.73 
0.83 

0.90 
0.97 

1.08 

1.16 1.19 1.22 
1.16 

1.09 1.00 

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30
近畿ブロックの平準化率（R6年度）

０．７５閑散期

０．９８

１．１９

１．０８繁忙期

【参考】平準化率(繁忙期)目標値(案)の考え方

【考え方】
・近畿ブロック全体で、1.10に設定する。（近畿ブロックのR6年度の現状は1.08）
出水期を外した発注や、災害復旧などがあれば年度末に工事が多くなるのが実態。

・各県域は目標値の設定にあたっては、地域毎の事情(ex:出水期、農繫期を避けるや冬季施工が困難等)を考慮する。

実績値
（R6）

実績値
（R5）

1.081.14

0.960.98

1.161.18

1.111.18

1.091.13

1.141.17

1.181.29

0.991.18

0.64 
0.69 

0.80 

0.87 
0.94 

1.06 
1.14 

1.19 
1.24 

1.19 
1.15 

1.09 

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30
近畿ブロックの平準化率（R5年度）

０．７１閑散期

０．９６

１．１９
１．１４繁忙期
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１／四半期平均値
２／四半期平均値
３／四半期平均値
４／四半期平均値

※

※

※

※

※は幹事会資料より修正した値



近畿地方整備局【参考】各府県域の平準化率(R6年度)

・ピークについて、福井県域は10月、和歌山県域は11月、その他
の府県域は12月
・福井県域は、1月～3月の平準化率が0.96（雪の影響を考慮され
ていると思われる）
・和歌山県域は、月ごとの値が0.76～1.17と平準化が進んでいる。
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近畿地方整備局

第三次・全国統一指標（案）
「平準化率(閑散期のボトムアップ)・(繁忙期のピークカット)（施工時期の平準化）」

①平準化率（閑散期）・(繁忙期)（施工時期の平準化）
国等・都道府県・市区町村の発注工事４月～６月期と１～３月期における公共工事の稼働状況を年度平均と
比較（地域ブロック単位・県域単位で公表）

現行指標の取組状況・課題
・繁忙期（第4四半期）の改善
状況が不明瞭

見直しの方向性
・閑散期（第１四半期）に加え、
繁忙期の（第４四半期）の工
事件数についても指標化

○現行指標
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近畿地方整備局

工期

工事名と工期 過年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 翌年度

い工事：前年度11/3～9/26

ろ工事：6/5～1/13

は工事：9/17～3/28

に工事：1/21～翌年度5/25

各月における工事稼働件数 １件 １件 ２件 ２件 ２件 2件 ２件 ２件 ２件 ３件 3件 ２件
年度全体の月平均工事稼働数 24÷12

4-6月期の月平均工事稼働数 4÷3

1-3月期の月平均工事稼働数 8÷3

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工
事稼働件数をカウント
② ４～６月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記青枠内の「４ー６月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働
したか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「４ー６月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工
事稼働件数をカウント
② １～３月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記赤枠内の「１ー３月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働
したか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「１ー３月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）の考え方の比較

〇平準化率(閑散期のボトムアップ)とは、通常閑散期である４～６月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標
〇平準化率(繁忙期のピークカット)とは、通常繁忙期である１～３月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標

平準化率(繁忙期のピークカット)の計算方法

※工事稼働件数は、稼働日数に関わらず各月１件ずつカウント （例えば、工期が4/1～5/1の工事の場合、４月と５月の工事の稼働件数はそれぞれ１件としてカウント）

平準化率(閑散期のボトムアップ)の計算方法

（1～3月期の月平均工事稼働数） 
（年度全体の月平均工事稼働数） ＝

8÷3 
24÷12

＝1.33（4～6月期の月平均工事稼働数） 
（年度全体の月平均工事稼働数） ＝

4÷3 
24÷12

＝0.67

双方の平準化率を1.00に近づけていく必要 15



地域

ブロック

平準化率（閑散期） 平準化率（繁忙期）

対象範囲実績値
（R4）

実績値
（R5）

実績値
（R5）

北海道 0.72 0.74 0.85 北海道

東北 0.73 0.73 1.00 青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

関東 0.71 0.72 1.11
茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、山梨県、長野県

北陸 0.75 0.77 0.94 新潟県、富山県、石川県

中部 0.67 0.69 1.12 岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県

近畿 0.71 0.71 1.14
福井県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

中国 0.75 0.74 1.13 鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県

四国 0.73 0.74 1.12 徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

九州 0.71 0.71 1.14
福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

沖縄 0.76 0.78 1.12 沖縄県

全国 0.72 0.72 1.09 ―

■実績値（R4・R5）

東北ブロック

関東ブロック

北海道ブロック

北陸ブロック

中部ブロック
近畿ブロック

中国ブロック

四国ブロック九州ブロック

沖縄ブロック

■平準化率（閑散期）の実績値（R5）

※地域ブロック単位：地域ブロック管内の国等（国土交通省以外の国の機関を含む）、
都道府県、政令市、市区町村発注の全ての工事を足し合わせて算出

※国土交通省以外の国の機関には、農林水産省、防衛省、環境省、経済産業省、
 財務省、 独立行政法人、高速道路（株）等が含まれる。

平準化率（閑散期）＝
4～6月期の工事平均稼働件数

年度の工事平均稼働件数

1～3月期の工事平均稼働件数

年度の工事平均稼働件数

凡例（平準化率（閑散期））

0.8以上

0.7以上～0.8未満

0.6以上～0.7未満

0.6未満

■平準化率(繁忙期)の実績値（R5）

凡例（平準化率（繁忙期））

1.2以上

1.1以上～1.2未満

1.01以上～1.1未満

～1.0

東北ブロック

関東ブロック

北海道ブロック

北陸ブロック

中部ブロック

近畿ブロック

中国ブロック

四国ブロック
九州ブロック

沖縄ブロック

「一般財団法人 日本建設情報総合センター コリンズ ・テクリスセンター」登録データを活用
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれるもの
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平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット） （地域ブロック単位※）

平準化率（繁忙期）＝



平準化率（繁忙期のピークカット） （県域単位※）

■平準化率（繁忙期）の実績値（R5） ■実績値（R5）

県域
平準化率（繁忙期）

県域
平準化率（繁忙期）

県域
平準化率（繁忙期）

実績値（R5） 実績値（R5） 実績値（R5）

北海道 0.84 石川県 0.99 岡山県 1.14

青森県 0.91 福井県 0.98 広島県 1.13

岩手県 1.04 山梨県 1.13 山口県 1.21

宮城県 1.14 長野県 1.08 徳島県 1.16

秋田県 0.94 岐阜県 1.10 香川県 1.06

山形県 0.82 静岡県 1.11 愛媛県 1.13

福島県 1.07 愛知県 1.13 高知県 1.14

茨城県 1.13 三重県 1.16 福岡県 1.24

栃木県 1.14 滋賀県 1.18 佐賀県 1.07

群馬県 1.11 京都府 1.18 長崎県 1.09

埼玉県 1.14 大阪府 1.13 熊本県 1.14

千葉県 1.16 兵庫県 1.17 大分県 1.19

東京都 1.07 奈良県 1.29 宮崎県 1.13

神奈川県 1.15 和歌山県 1.18 鹿児島県 1.08

新潟県 0.89 鳥取県 1.13 沖縄県 1.12

富山県 0.96 島根県 1.07 全国 1.10

平準化率（閑散期）＝
4～6月期の工事平均稼働件数

年度の工事平均稼働件数

※県域単位：各都道府県管内の都道府県、政令市、市区町村発注の
全ての工事を足し合わせて算出

「一般財団法人 日本建設情報総合センター コリンズ ・テクリスセンター」登録データを活用
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれるもの

1～3月期の月平均工事稼働件数

年間の月平均工事稼働件数

凡例（平準化率（繁忙期））

1.2以上

1.1以上～1.2未満

1.01以上～1.1未満

～1.0

17

平準化率（繁忙期）＝



平準化率（繁忙期のピークカット）実績値の分析
• 全市町村・都道府県における平準化率（繁忙期）の実績（R５年度）を分析した結果、【①平準化率（閑散期）が１

以下かつ平準化率（繁忙期）が１以上】、【②平準化率（閑散期）及び平準化率（繁忙期）が１以下】のいずれか
に概ね分類可能であった。

• なお、以下の類型はあくまで全体的な傾向を示した参考であり、類型論を所与の前提とするのではなく、個々の工
事を分析の上、どの程度平準化の余地があるか、十分に議論する必要があることに留意。

【①平準化率（閑散期）が１以下かつ平準化率（繁忙期）が１以上】
• この場合、春季（４月～６月）に工事施工量が少なく、冬季（１月～３

月）に工事施工量が多いケース（例１）が典型である考えられる。
• この類型に該当する地域は、特に積算の前倒しや、早期執行のための目標

設定等によるピークの低減に努めることとし、これらの取組の効力を見越
した目標設定とすること。

• 一方で、例えば農業地域等では、農閑期に工事を行わざるを得ず、冬季の
施工量削減が現実的に困難な場合もあるため、個々の工事の分析の結果、
削減できない合理的な理由がある場合、平準化率（繁忙期）の目標値を現
状維持とすることも差し支えない。

【②平準化率（閑散期）及び平準化率（繁忙期）が１以下】
• この場合、春季（４月～６月）と冬季（１月～３月）の工事施工量が少な

い一方、秋季のピークが高いケース（例２）であり、積雪等により冬季の
施工が物理的に困難である地域が典型と考えられる。

• この類型に該当する場合で、冬季の施工が物理的に困難である等合理的な
理由がある場合には、目標値の設定にあたっては、現状維持とすることも
差し支えない。

• 一方で、平準化率（繁忙期）の改善に取り組むことにより秋季のピークを
低減し、年間の工事量の平準化に資することから、引き続き平準化率（繁
忙期）の改善に努める。

4月 3月

稼働件数

平
均 閑散期

繁忙期

例１

平準化率（閑散期）が低く、平準
化率（繁忙期）が高い場合

4月 3月

平
均

例２

稼働件数

平準化率（閑散期）が低く、平準
化率（繁忙期）も低い場合（積雪
地域等）

平準化率（繁忙期のピークカット）目標値の設定にあたっての考え方

18



近畿地方整備局
第三次・全国統一指標（案） 「週休２日対象工事の実施状況」

②週休２日対象工事の実施状況（適正な工期設定）

現行指標の取組状況・課題
・取組目標が公告件数であり、
実際の週休２日の達成状況で
はない（実績は次ページ）。
・R6年度で目標達成を予定

見直しの方向性
・実際の週休２日の達成状況
（４週８休達成状況）へ見直し

第二十七条
２ 国は、下請負人等に使用される公共工事に従事する者に対して適切に休日が与えられるよう、その休日の付与の実態の調査を行うよう努めなければならない。
３ 国は、前二項の規定による調査の結果を公表するとともに、その結果を踏まえ、公共工事に従事する者の適正な労働条件の確保のために必要な施策の策定
及び実施に努めなければならない。

参考：品確法

○現行指標
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●国土交通省が独自に実施した調査にて、各都道府県から提出された回答を基に令和５年度における週休２日達成率について集計

＜定義＞

・対象期間 ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日
・対象部局 ：土木部局、建築部局、農林部局
・４週８休達成件数 ：対象期間内に完了した工事のうち、４週８休以上を達成した工事件数
・令和５年度工事完了件数 ：対象期間内に完了した工事件数（災害緊急復旧工事除く）

■ ７５％以上 ：１３団体

■ ３０％以上７５％未満  ：３３団体

■ ３０％未満 ： １団体

令和５年度における週休２日の取組状況（都道府県・指定都市）

令和５年度週休２日達成率（都道府県）

・週休２日達成率 =
４週８休以上達成件数

令和５年度工事完了件数

都道府県 達成率 都道府県 達成率 都道府県 達成率
北海道 94.8% 新潟県 71.8% 岡山県 28.6%
青森県 64.7% 富山県 78.3% 広島県 36.5%
岩手県 51.0% 石川県 90.8% 山口県 50.1%
宮城県 32.2% 岐阜県 80.4% 徳島県 36.9%
秋田県 95.5% 静岡県 67.5% 香川県 77.2%
山形県 50.6% 愛知県 47.3% 愛媛県 30.1%
福島県 52.7% 三重県 87.9% 高知県 50.8%
茨城県 35.7% 福井県 66.6% 福岡県 91.9%
栃木県 62.8% 滋賀県 88.8% 佐賀県 74.6%
群馬県 34.8% 京都府 57.8% 長崎県 74.2%
埼玉県 59.9% 大阪府 65.8% 熊本県 82.5%
千葉県 64.3% 兵庫県 46.0% 大分県 82.2%
東京都 49.9% 奈良県 67.6% 宮崎県 87.3%
神奈川県 65.6% 和歌山県 30.2% 鹿児島県 87.9%
山梨県 74.5% 鳥取県 59.1% 沖縄県 50.9%
長野県 73.8% 島根県 71.3% 全国平均 63.4%

（都道府県の全国平均は単純平均にて算出）

指定都市 達成率
札幌市 78.6%
仙台市 48.1%

さいたま市 41.5%
千葉市 51.9%
横浜市 22.8%
川崎市 68.8%
相模原市 38.9%
新潟市 51.5%
静岡市 79.0%
浜松市 63.4%
名古屋市 37.9%
京都市 81.0%
大阪市 51.4%
堺市 18.5%
神戸市 70.4%
岡山市 26.9%
広島市 35.4%
北九州市 59.9%
福岡市 51.1%
熊本市 35.0%

週休2日
達成ベース
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近畿地方整備局
第三次・全国統一指標 低入札価格調査基準又は最低制限価格の目標設定（工事）

対象 第三次・全国統一指標

工事

低入札価格調査基準又は

 最低制限価格の設定状況(工事）

地域
R4年度
（実績）

R5年度
（実績）

R6年度
（実績）

目標
（R6)

目標
（R11)

取組項目（継続）

・低入札価格調査基準又は
最低制限価格制度の導入率

・最新モデル（R4)の使用

近畿ブロック － － － － －

福井県域 0.97 0.96 0.95 1.00 1.00

滋賀県域 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

京都府域 0.98 0.98 0.98 1.00 1.00

大阪府域 0.98 0.98 0.98 1.00 1.00

兵庫県域 0.94 0.96 0.95 1.00 1.00

奈良県域 0.93 0.92 0.93 1.00 1.00

和歌山県域 0.97 0.97 0.93 1.00 1.00

調査対象機関
－：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

（年度の工事発注件数）

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数）
実施率（件数）＝

R11年度の目標設定（案）

第三次・全国統一指標から、調査対象は、都道府県・政令市は４００万円を超える工事
（随契除く）、市町村は２００万円を超える工事（随契除く）に金額が変更になったが、
継続的に取り組むので、R11の目標はR６の値を継続する。
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第三次・全国統一指標 測量、調査及び設計（業務）

①地域平準化率（履行期限の分散）
地域ブロック単位・県域単位で、国等、都道府県、政令市の発注業務
の第４四半期履行期限設定割合
※テクリスデータ等を用いて集計時の前年度実績により算出

②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）
県域単位で、都道府県、市区町村の発注業務に対する
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合

     ※土木コンサルタント、測量、地質、建築コンサルタント業務を対象
※都道府県、政令市は２００万円を超える業務、市区町村は１００万円を超える業務（随契除く）。

※新・全国統一指標からの変更箇所は赤字で示す。

→調査対象を市区町村まで拡大
→改正地方自治法施行令の施行※（R7.4.1～）を踏まえ、調査対象を変更
※少額随意契約の基準額が改正された
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近畿地方整備局

第三次・全国統一指標
地域平準化率

（履行期限の分散）
（業務）

低入札価格調査基準又は最低
制限価格の設定状況（業務）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R11）

実績値
（R5）

実績値
（R6）

目標値
（R11）

近畿ブロック 0.50 0.49 0.46 － － －

福井県域 0.41 0.45 0.46 － 0.86 1.00

滋賀県域 0.46 0.44 0.46 － 0.92 1.00

京都府域 0.47 0.50 0.43 － 0.80 1.00

大阪府域 0.56 0.58 0.47 － 0.86 1.00

兵庫県域 0.49 0.50 0.46 － 0.77 1.00

奈良県域 0.60 0.53 0.46 － 0.89 1.00

和歌山県域 0.46 0.45 0.43 － 0.77 1.00

第三次・全国統一指標（基準値・目標値等） （業務）

〇  第4四半期納期率（件数）：地域平準化率（履行期限の分散）のR11目標値は近畿ブロック全体で0.46
を提案する。（次頁）

〇 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（業務）のR11目標値は1.00で設定を提案する。
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調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

調査対象機関
－ ：国等
○：都道府県
○：政令市
○ ：市町村



近畿地方整備局第三次・全国統一指標 第4四半期納期率（件数）：地域平準化率（履行期限の分散）

対象 第三次・全国統一指標

業務

第4四半期納期率（件数）＝

地域
R2年度
（実績）

R3年度
（実績）

R4年度
（実績）

R5年度
（実績）

R6年度
（実績）

目標
（R6)

目標
（R11)

取組項目（新規）

・繰越明許費の活用
・債務負担行為の活用
・履行期間平準化のための
目標設定

近畿ブロック 0.50 0.51 0.52 0.50 0.49 0.46 0.46

福井県域 0.37 0.41 0.45 0.41 0.45 0.46 0.46

滋賀県域 0.47 0.43 0.45 0.46 0.44 0.46 0.46

京都府域 0.46 0.48 0.46 0.47 0.50 0.43 0.43

大阪府域 0.56 0.58 0.55 0.56 0.58 0.47 0.47

兵庫県域 0.44 0.48 0.53 0.49 0.50 0.46 0.46

奈良県域 0.56 0.60 0.63 0.60 0.53 0.46 0.46

和歌山県域 0.45 0.48 0.45 0.46 0.45 0.43 0.43

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

（年度の業務稼働件数）

（第4四半期［1～3月］に完成する業務件数）
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第4四半期納期率の状況（業務） 

近畿ブロック 福井県域 滋賀県域 京都府域
大阪府域 兵庫県域 奈良県域 和歌山県域

R11の目標設定

福井県域と、滋賀県域は目
標を達成しているが、その他
は改善するも目標にとどか
ない横ばい状況のであるた
め引き続き、R11目標は、R6
の値を継続する



近畿地方整備局

対象 第三次・全国統一指標

業務

低入札価格調査基準又は

最低制限価格の設定状況（業務）

地域
R3年度
（実績）

R4年度
（実績）

R5年度
（実績）

R6年度
（実績）

R6年度
（実績）

目標
（R11)

取組項目（新規）

・低入札価格調査基準又は
最低制限価格制度の導入率

・最新モデル（R4)の使用

近畿ブロック － － － － － －

福井県域 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00

滋賀県域 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00

京都府域 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00

大阪府域 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00

兵庫県域 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00

奈良県域 0.99 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00

和歌山県域 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00

調査対象機関
－：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

（年度の業務発注件数）

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数）
実施率（件数）＝
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R11年度の目標設定（案）
すべての府県域（対象：府県・政令市）で（Ｒ６）目標を達成している。
第三次・全国統一指標から、調査対象が府県・政令市・市町村に拡大、調査対象金額が変
更になったが、継続的に取り組むので、R11の目標はR６の値を継続する。

第三次・全国統一指標 低入札価格調査基準又は最低制限価格の目標設定（業務）

○：府県
○：政令市

○：府県
○：政令市
○：市町村



近畿地方整備局
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近畿地方整備局
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近畿地方整備局
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今後のスケジュール

６月以降 地域ブロック発注者協議会において以下を検討
 ○第三次・全国統一指標：基準値（R6実績値）、目標値等  
 ○地域独自指標：項目、基準値（R6実績値）、目標値等

６/２４ 第三次・全国統一指標の決定（本省発表）

Ｒ７秋以降 地域ブロック発注者協議会において上記について決定し、
公表（予定）

※指標の実績値について、毎年度公表予定

分科会5/28（水）

幹事会 8/6(水)

（今回）協議会 9/24（水）
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第三次・全国統一指標における

各発注機関のR７年度の取組について
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第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容： 「発注計画作成段階において、平準化率を満足できるように管理を行う。」
・第１四半期の工事稼働率を増やす必要があり、年度途中からの平準化率の改善は困難で
あることから、発注計画段階での平準化率を満足することが重要。
・近畿地方整備局では、毎年１月～2月に発注ロットヒアリングを行うなど、事務所単位での
平準化率の管理を実施。

（２）取組内容：「発注の遅延等に対しては、極力、翌債を活用するように取り組む。」
・発注の遅延に対しては、年度内執行に拘らず、翌債を活用し適切な工期設定を行う。

近畿地方整備局
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

  ・維持工事を除くすべての工事に法定休日、所定休日を現場閉所とする週休2日工事。
・大規模工事については、法定休日・所定休日及び祝祭日を現場閉所とする週休2日工事。
・維持工事や工期に制約のある災害復旧工事、連続施工せざるを得ない工事においては、現
場閉所での休日確保が難しく週休2日が浸透しにくい実態があることから、技術者及び技能
労働者が交代しながら休日確保に取組み、週休2日交代制モデル工事を活用する。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：「早期発注や国債を活用した計画的な発注により、業務サイクルを見直す。」
・国債を活用した年度末発注の手続軽減とあわせ、年度当初発注案件の前倒しにより、年
度末の履行期限を分散するような業務サイクルへの見直しを実施中。

（２）取組内容：「発注の遅延等に対しては、極力、翌債を活用するように取り組む。」
・発注の遅延に対しては、年度内執行に拘らず、翌債を活用し適切な工期設定を行う。
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その他取組

（１）取組内容：「市町村キャラバンの実施」
・令和6年度に引き続き、市町村キャラバンを下表の予定で実施する。

近畿地方整備局

府県 対象市 実施日

福井県 坂井市 10月28日

滋賀県 東近江市、竜王町 9月22日/10月7日

京都府 八幡市 11月26日PM

大阪府 貝塚市 11月26日AM

兵庫県 川西市 11月14日

奈良県 生駒市 10月3日

和歌山県 海南市 10月2日



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：

上半期発注率の目標設定、早期発注による年内の工期設定、積算ストックの確保、補正予算の早期
執行、速やかな繰越手続き、債務負担行為の積極的な活用に努め、さらに原則すべての工事について、
工期の余裕期間制度（フレックス方式）を適用するなど、施工時期の平準化に取り組んでいる。

（２）取組内容：

市町に対して、福井県地域発注者協議会を通じ、平準化に向けた取り組みを推進してもらうよう呼び
かけるとともに、取り組みの遅れている市町に対しては、ヒアリングや個別訪問などによりフォローして
いく。

福井県
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

令和２年度から週休２日工事を実施しており、令和６年７月からは、発注者指定により、土日に現場を
閉所する完全週休２日工事を、緊急性の高い工事等を除く原則すべての工事で導入している。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：

工事と同様に、上半期発注率の目標設定、早期発注による年内の工期設定、補正予算の早期執行、
速やかな繰越手続き、債務負担行為の積極的な活用により平準化に努めている。

福井県
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その他取組

緊急性の高い工事等を除く原則すべての工事について、余裕期間制度（フレックス方式）を適用して
いる。市町に対して、福井県地域発注者協議会を通じ、余裕期間制度の活用を推進するよう呼びかけ
ていく。また取組みの遅れている市町に対しては、ヒアリングや個別訪問などによりフォローしていく。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：
発注機関ごとに目標値（R7平準化率（閑散期、繁忙期））を設定するとともに、２か年分の発注計画を

作成し、毎月の進行管理を行う。
その他、以下の取組を実施している。
・積極的な債務負担行為の活用
・余裕期間制度を適用した発注
・積算の前倒し

（２）取組内容：

上記の県の取組の説明するほか、地域発注者協議会にて、市町の具体的な課題や好事例を全県的
に情報共有している。

滋賀県
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

R7.7以降、全部局（土木、営繕、下水道、森林、農政）において発注者指定方式で発注している。
総合評価における評価項目の設定など、さらなる達成率向上に向けて取り組む。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
発注機関ごとに目標値（R7平準化率（閑散期、繁忙期））を設定するとともに、２か年分の発注計画を

作成し、毎月の進行管理を行う。
その他、以下の取組を実施している。
・積極的な債務負担行為の活用
・余裕期間制度を適用した発注
・積算の前倒し

滋賀県
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その他取組

・市町への取組促進に向けた、出前講座の開催
・地域発注者協議会分科会を地域の市町ごとに開催
・近畿地方整備局の市町村キャラバンへの同行や、市町の県要望時に取組を要請



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：

引き続き、京都府公契約大綱に基づき、９月議会で繰越予算及び平準化債（債務負担行為の増額）
を上程し、年間を通じて切れ目のない発注に努める。
また、工期の余裕期間制度（フレックス工期）を活用するなど、施工時期の平準化に努める。

（２）取組内容：

公契連や発注者協議会を通じて、京都府の繰越予算及び債務負担行為の活用事例や平準化の目
標値など、平準化の取組に関する情報提供を行う。

京都府
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：
週休２日のさらなる推進に向けた取組として、令和７年９月以降に発注した工事については、

完全週休２日に取り組むこととし原則全ての工事を発注者指定工事として発注。実施が認められれば
創意工夫で加点することとしている。

なお、工事期間中は工事履行報告書により、受発注者で達成状況を確認し、週休２日の取組状況が
十分でない場合は、双方において要因を分析の上、改善に取り組むものとしている。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
地域平準化率（工事）と同様、繰越予算及び債務負担行為を活用し、納期の平準化に努める。

京都府
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その他取組

（１）低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）
最新の公契連モデル式を使用し、ダンピング対策を徹底する。

（２）工事の適切な設計変更
設計変更に係る業務の円滑化を図るため工事請負契約における設計変更ガイドラインを策定

（３）余裕期間制度の活用
工期の余裕期間制度（フレックス工期）を活用するなど、施工時期の平準化に努める。【再掲】

（４）ウィークリースタンスの実施

令和７年９月１日からウィークリースタンス実施要領を策定し、計画的・効率的に工事及び業務を履行
することで、より一層の品質向上に努めるとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進など、担い手の確保、
育成を図る。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：
「債務負担行為の活用」
⇒予算要求段階（前年度）から計画的に実施

「積算の前倒し」
⇒工事・業務の1か月前倒しを幹部会議で働き
かけるとともに業務積算の前年度実施を促進

「余裕期間制度の活用」
⇒令和６年度に制定した

「大阪府都市整備部「工事における余裕期間制度」」を活用
（２）取組内容：
「大阪府地域発注者協議会等での情報提供」
⇒市町村委員（契約部局）だけでなく発注部局にも出席を依頼。平準化の必要性、
大阪府の取組み、市町村キャラバン等について情報提供し、市町村の取組みを一層促進。

大阪府
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：
令和6年度より「大阪府都市整備部「週休２日工事」実施要領」を制定。

令和７年度より、完全週休２日（土日）の補正係数を新設するとともに、「週休２日交替制工事」
を導入するなど、作業員の休日の確保を一層推進。

各種取組を
組み合わせ、
平準化を推進



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
「債務負担行為の活用」
⇒予算要求段階（前年度）から計画的に実施

「積算の前倒し」
⇒工事・業務の1か月前倒しを幹部会議で働き
かけるとともに業務積算の前年度実施を促進

大阪府
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その他取組

大阪府地域発注者協議会等において、特に市町村で取組みが進んでいない指標（全国統一指標ま
たは近畿ブロック独自指標）について、各指標に取り組む必要性を説明、及び大阪府等の取組み等を
市町村に情報提供し、市町村の取組みを一層促進。さらに、市町村の各種要領整備が一層進むよう、
府独自に提供している読替規定の活用について、引き続き周知する。

各種取組を
組み合わせ、
平準化を推進



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：
兵庫県では繰越を柔軟に行っており、閑散期はR6実績値0.92であり、県域としてもR5実績値
0.72からR6実績値0.75(速報値)に向上、繁忙期は県域においてR5実績値1.17からR6実績値
1.14（速報値）となり改善傾向である。
引き続き、債務負担行為の活用、余裕期間制度の活用、積算の前倒し、早期執行のための目
標設定に努める。

（２）取組内容：
兵庫県地域発注者協議会を開催し、地域平準化率の適正化に向け、市町への働きかけを行う。

兵庫県
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：
〇対象工事

 原則、全ての土木請負工事※を発注者指定型により発注
  ※休日に作業が必要な工事、24時間体制で作業が必要となる工事等はR6.10に導入した交替制で対応

〇内容
 完全週休２日制度：現場稼働中の工期における全ての土・日曜を閉所 （月2日を上限に、土日を平日に振替可）

 完全週休２日制度(交替制)：技術者や技能労働者が交替しながら、週休２日の休日確保



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
引き続き、適切な履行期間の確保や業務の履行時期の平準化に取り組む。
①明許繰越費用の活用
②債務負担行為の活用
③履行期間平準化のための目標設定（工事を含めて上半期の発注率が70％） 等

兵庫県
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その他取組（適切な設計変更、市町村キャラバン）

・適切な設計変更
すべての市町において「設計変更ガイドライン」を策定あるいは県を準用しており、今後もよりわ
かりやすいガイドラインになるよう努めていく

・市長村キャラバン
R5年度に朝来市、R6年度に淡路市にて実施し、発注者の責務および各種取組の重要性につ
いて理解を得るとともに、市が抱える課題等を把握・共有した。
R7は川西市において実施予定（11/1４）。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）平準化推進に向けた取組：
取組内容：下記に留意しつつ、発注計画を策定し、それを元に進捗管理を行う。

・施工規模の大きいもの（設計金額５０００万円以上）は、上半期契約を基本としつつ、
債務負担行為の活用や柔軟な工期の設定を行い、発注時期のバランスに配慮する。

・施工規模の小さいもの（設計金額５０００万円未満）は、債務負担行為の活用や柔軟な
工期の設定を行い、年度末工期設定の集中を避ける。

・平準化率の見込みを試算し、目標値に届かない場合は、計画を見直す等の管理を行う。
・９月議会及び１２月議会で速やかな繰越承認手続きを行う。
・他部局とも連携を図り、平準化の取組を推進する。
・今年度より新たな指標である繁忙期のピークカットの考え方等について、
  県内出先機関等に対し広く周知し、認識の共有を図る。

（２）市町村の平準化推進に向けた取組
取組内容：奈良県地域発注者協議会を通じて、各市町村へ平準化率目標値や取組事例の周知や

情報交換に努める。
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

土木工事では、令和7年8月以降に起工する工事（維持工事等を除く）は、当初設計に「完全週休2日（土日）」の費用
を計上。未達成時は減額、達成時は工事成績評定点で加点し、週休２日の推進を図る。

営繕工事では、令和7年度以降に公告する工事（緊急工事等を除く）は、当初設計に「月単位の週休２日」の費用を
計上。未達成時は減額、達成時は工事成績評定点で加点し、週休２日の推進を図る。

奈良県



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
・第４四半期納期率（業務）については、工事と同様、債務負担行為の活用や１２月議会での
  速やかな繰越承認等により、履行期間の平準化に努める。
・納期率の見込みを試算し、各出先機関等と結果を共有。

44

その他取組

市町村における週休２日対象工事の実施について、奈良県地域発注者協議会を通じて、県及び先行
市町村の取組状況の共有を行い、県全体としての取組を促進する。

奈良県



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：
・債務負担行為の活用、速やかな繰越手続き等により、閑散期のボトムアップ、繁忙期のピー
クカットを図り、平準化を推進

・工事管理システムにおいて、平準化率の算出を可能にして見える化を実施しており、県独自
の目標値を設定し取組を推進

（２）取組内容：
・平準化のための「さ・し・す・せ・そ」について、地域発注者協議会の取組目標として設定
・更なる平準化に向け市町村担当課長等と意見交換を実施

和歌山県
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：
・県では原則全ての工事で完全週休２日制を令和７年７月より導入
・週休２日制について、市町村に働きかけを実施してきた結果、３０市町村のうち２３市町村は
導入済。残り７市町のうち、１町は令和７年度に、６市町は令和８年度に導入予定



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
・引き続き、委託業務においても、早期発注と適切な工程管理、速やかな繰越措置、債務負担
行為の活用を通じて取組を推進

・工事管理システムにおいて、納期率の算出を可能として見える化を実施しており、県独自の
目標値を設定し取組を推進

和歌山県
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その他取組

〇市町村との意見交換会において、県で実施している設計変更ガイドライン、余裕期間制度や
ウィークリースタンス等の取組内容を説明し、市町村における取組を促進



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：
ア 積算の前倒し
○ 設計・積算の前倒しによる早期発注の励行
○ 特に、大型土木工事は、工事担当と契約担当の部署と発注スケジュールを調整して、

早期発注の取組を推進
イ 債務負担行為の活用
○ 出水期の施工が制限される河川や橋りょうの工事をはじめ、工期が１２箇月未満の

工事においても、債務負担行為を活用

京都市
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

○ 令和６年４月から、全ての工事で発注者指定型の「週休２日工事（通期の週休２日）」を
 実施。

○ 令和６年８月から、全ての工事で受注者希望型の「月単位の週休２日」を実施（通期の
 週休２日は必須）。

○ 令和７年８月から、全ての工事で受注者希望型の「月単位の週休２日」に加えて、
 「完全週休２日（土日）」を実施（通期の週休２日は必須）し、更なる達成率向上に向けて
 取り組む。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：

ア 積算の前倒し
○ 設計・積算の前倒しによる早期発注の励行
○ Ｒ６補正の業務の一部は、議決後、速やかに入札公告を行い、Ｒ６年度内に契約

イ 債務負担行為の活用
○ 無電柱化工事や橋りょうの工事の設計業務委託において、債務負担行為を活用

京都市
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その他取組

（１）ウィークリースタンスの実施（工事・業務）
令和８年度の実施に向けて、取組方針等を定める。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）取組内容：

債務負担行為（ゼロ債務を含む）の活用、余裕期間制度の活用、設計・積算の前倒しの推進に取り組
む。

大阪市
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：
月単位の週休２日の確保に向けて、原則、発注者指定方式（一部受注者希望方式）により発注する。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：

債務負担行為（ゼロ債務を含む）の活用、工事も含めた一連の発注計画のスケジュール管理に取り
組む。

大阪市
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その他取組



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：

・工期が12か月未満の工事における債務負担行為の活用

・各事業課における設計・積算の前倒し

・余裕期間制度（発注者指定方式）による発注

・事業課毎の平準化率、ピークカット指標を算出

・職員向けの研修を実施し、地域平準化率に対する理解と意識定着

堺市
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

・令和6年9月 原則全ての発注者指定方式の「月単位の4週8休」を実施

・令和7年9月 「完全週休2日（土日）」に対応した要領の策定・施行を実施

・職員向けの研修を実施し、週休２日達成に対する理解と意識定着



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：

・履行期間が12か月未満の業務における債務負担行為の活用

・各事業課における設計積算の前倒し

・職員向けの研修を実施し、第4四半期納期率に対する理解と意識定着

堺市
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その他取組

（近畿ブロック独自指標に対する取組内容）

・令和7年8月 全ての工事・業務にてウィークリースタンスの取組みを実施
 特記仕様書へ記載し、チェックシートを活用

・職員向けの研修の実施し、ウィークリースタンスに対する理解と意識定着



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）（工事）

（１）取組内容：
以下の５つの方策に取り組む。
①債務負担行為の積極的な活用
②柔軟な工期の設定
③繰越明許の活用
④設計・積算の年度前倒し
⑤発注計画の策定と進捗管理

神戸市
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週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：
• R７.10に実施要領及び積算基準を改定し、現在の月単位に加えて、週単位の週休2日を導入予定。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）取組内容：
早期発注、適切な工期設定、債務負担行為・繰越明許の活用に取り組む。

神戸市
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その他取組

（１）ウィークリースタンスについて
・業務について、初回打合せ時に受発注者間で取り組む内容を定めることとしている。



第三次・全国統一指標 令和７年度取組について

週休２日の達成状況（休日の確保）（工事）

（１）取組内容：

令和7年7月1日以降に入札公告、指名通知又は見積方通知を行う全ての土木及び施設工事に対して、
更なる週休２日促進を目的に発注者指定方式で週単位での４週８休を導入。

（２）令和６年度の取組状況（R７.３月末時点）： 令和６年度入札公告件数 ６４件
（ 週休２日対象工事＝６４件、 週休２日実施困難工事＝０件 ）

（３）取組内容
○経緯

NEXCO西日本

Ｈ３０．７ 週休２日を導入 （受注者希望方式 のみ導入）
・ 対象工事は、全ての条件に合致する土木工事のみ対象

Ｒ１．７ 発注者指定方式を追加
・ 対象工事は、全ての条件に合致する土木工事のみ対象

Ｒ３．１０ 対象工事を変更
・ 全ての工事を対象とし、原則、発注者指定方式とする （※R5.10改正）

Ｒ５．１０ 既契約の週休２日適用外の工事に対し、意向確認を実施
・ 対象工事は、週休２日適用外で、工期末がＲ６.４を超える工事（※を除く）
・ 確認内容・・・残工事に対し、週休２日適用の意向の有無
・ 確認結果・・・９３件中、８２件が週休２日適用に移行

R６．１２ 週休２日の更なる推進に向けた「現場一斉閉所」の取組みへの参画
・ 対象工事：すべての工事を対象とする。

※災害復旧工事、保全工事、現場条件等で制約がある工事で監督員が工事実施を認めた工事を除く。

R7.7.１ 更なる週休２日促進を目的に週単位での４週８休を導入
・ 対象工事：令和7年7月1日以降に入札公告、指名通知又は見積方通知を行う全ての土木及び施設工事
※災害復旧工事等、現場施工が1週間に満たない工事 
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近畿ブロック発注者協議会 

令和 7 年 9 月 24 日  
  資料-6-1添付 

1 
 

 

令和 7年度 業団体との意見交換会における自治体への要望 

 

1. 日本建設業連合会 

働き方改革の推進 ～時間外労働上限規制遵守の課題と取組み～ 

（１）土日現場閉所による完全週休二日の実現 

〇建設業の担い手（技術者・技能労働者）を確保し、時間外労働の上限規制を遵

守するためには、土日閉所を基本とした週休二日の実現が不可欠である。国土

交通省をはじめとする全ての発注機関において、既契約を含む全ての工事で土

日閉所による週休二日制工事（完全週休二日）を原則導入していただきたい。 

 

（２）設計変更協議の円滑化 

〇近年の金利上昇に伴い立替金の負担が増大していることから、設計変更協議の

長期化防止のため、「設計変更審査会」等に設計変更の権限を持つ者が参加す

ることを徹底していただくとともに、工事書類スリム化ガイド等に基づき、協

議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする会議を開催した上で、発注

者に代わり受注者が実施する設計変更に関わる資料作成や検討業務に要する費

用について、適切な負担をお願いしたい。さらに、国土交通省に比べてスライ

ド条項適用率が低い他の発注機関においては、適時適切なスライド条項の適用

と手続きの円滑化に向けた取組みを強化していただきたい。 

 

（３）書類の削減と様式の統一 

〇書類の削減に効果の大きい書類限定検査について、既契約工事も含む全ての工

事で導入するとともに、国土交通省以外の発注機関においても書類限定検査や

電子契約を導入していただきたい。さらに、発注機関毎に異なる工事関係書類

について、必要とする書類に関する規定を含め国土交通省の様式へ統一をお願

いしたい。 

 

生産性向上（新技術・新工法の活用促進） 

（１）受発注者間における情報共有の促進 

〇国土交通省以外の発注工事においても BIM/CIM活用を拡大していただきたい。

さらに、受発注者がリアルタイムに情報を共有・保管するとともに、得られた

データを着実に関係者間で引き継ぐことが重要であるため、国土交通省が昨年

度提唱した「プロジェクト CDE」によるデータマネジメントについて早期実現

をお願いしたい。 
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担い手の確保 

（２）技能者の処遇改善（建設キャリアアップシステムの普及拡大） 

〇国土交通省においては、2024年 7月に『CCUS利用拡大に向けた 3か年計画』

を決定し、「あらゆる現場・あらゆる職種で CCUSと能力評価を実施」を目指す

こととしたが、2024年度の就業履歴数は、同省が設定した目標を 2年連続で下

回ることとなった。このような状況を踏まえ、3か年計画に基づく各種施策を

積極的に展開することが重要であるが、特に、直轄工事の CCUS義務化を強力

に推進するとともに、国土交通省以外の発注機関においてもモデル工事の導

入・拡大するなど、ＣＣＵＳの普及・活用を促進していただきたい。 

 

（３）建設業全体の魅力発信 

〇現場間での働き方の違いによる技能者の流動化が懸念される中、特に「休暇の

取得」や「処遇改善」については原則、国内全ての建設現場が同じ方向へ歩み

を進めていくことが必要である。このため、自治体も参加するブロック別の各

種連絡会議等を通じて、国土交通省をはじめ各発注機関における最も効果的な

取組みの横展開を図り、現場への徹底を推進していただきたい。 

 

2. 道建協 

舗装工事積算の改善 

（１）舗装施工管理技術者資格（１級、２級）の活用 

〇引き続き、舗装施工管理技術者資格（１級、２級)を総合評価落札方式の配置

予定技術者の能力評価の対象としていただいていますが、都道府県、地方主要

都市等においても活用していただくように、国からも働きかけをお願いしま

す。  

・舗装施工管理技術者制度：平成６年創設、７年から実施。 

２５年間に 1級・２級併せて約７万５千人が合格し、現在約５万人が舗装施工管

理技術者として登録。 

 

3. PC建協 

働き方改革の推進 

（２）完全週休二日（土日＋祝日）の更なる推進 

〇土日＋祝日の現場閉所の確保を実現するため、発注者指定型の完全週休二日

（土日＋祝日）工事の発注推進をお願いします。また、地方自治体や NEXCO等

の発注機関についても、各管内のブロック発注者会議などの場において、完全

週休二日（土日＋祝日）工事の発注への取組みの継続的な周知をお願いしま

す。 
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4. 橋建協 

鋼橋事業の需要拡大、継承と進化および国土強靭化への貢献 

（１）働きがいのある職場作り（時間外労働の削減および週休二日達成に向けた取

組み） 

・協会内で完全週休二日・残業時間削減に向けた取組みを実施 

・残業時間について、施工現場での７２０時間超勤務者をゼロにする取組実施 

・時間外の書類作成など現場負荷増大、発注時短工期設定、受注後指示による工

期短縮などを見直し作業時間内で完了可能な工程作成が必要 

・特に夜間工事は要員の確保や厳しい条件対応等により、働き方改革の推進に課

題がある 

⇒ 高速道路会社、地方公共団体への更なる指導を要望 
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